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議      長  日程第12、「議案第８号松田町介護保険条例の一部を改正する条例」につい

て、町長の提案説明を求めます。 

町      長  「議案第８号松田町介護保険条例の一部を改正する条例」を次のように定め

る。令和８年３月３日提出、松田町長 本山博幸。 

          提案理由、介護保険法施行令が一部改正され、地方税における給与所得控除

の見直しに伴う令和８年度保険料率の算定に係る特例が定められたことに伴い、

所要の改正をしたいので提案するものでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

議      長  町長の提案説明が終わりました。担当課長の細部説明を求めます。 

福 祉 課 長  それでは、「議案第８号松田町介護保険条例の一部を改正する条例」につい

て、御説明させていただきます。本条例の改正理由は、介護保険法施行令が改

正され、令和７年度税制改正における給与所得控除の最低保障額が55万から65

万に引き上げられ、その結果、第９期介護保険料事業計画中の介護保険料の収

入に影響しないよう措置されたことを踏まえ、介護保険料の標準段階を判定す

る際に、令和７年度税制改正前の基準に基づいて判定するため特例を設けるこ

と。また、令和７年度の住民税非課税者に対して給与所得控除の最低保障額の

引き上げを踏まえ、令和８年度も住民税非課税となる範囲内で収入が増加した

ものに対し、介護保険料の算定が課税となった場合、特別な理由に該当するこ

とにより、当該年度に限り、住民税非課税として判定する保険料段階まで減免

できることから、必要な改正を行いました。今回は本条例の附則に新たに３条

を加え、令和８年度のみの特例となります。 

          それでは４枚おめくりいただき、参考資料、介護保険条例の一部を改正する

条例の新旧対照表１ページを御覧いただきます。お願いいたします。改正案を

御覧ください。附則第８条、令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の

算定方法の特例についてです。本条文では、地方税における給与所得控除の見

直しに伴い、令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定において、

給与所得を有する第一号被保険者であって令和７年中の合計所得金額に給与所

得が含まれるものの、適用について規定しており、第１項では令和７年中の給
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与等の収入額が55万1,000円以上65万1,000円未満の者の合計所得金額の算定方

法を規定し、すみません。２ページを御覧ください。下から９行目になります。

第２項では令和７年中の給与所得の収入が65万1,000円以上161万9,000円未満

のものの合計所得金額の算定方法を規定し、続きましてすみません、３ページ

をお願いいたします。真ん中より少し下の第３項では、令和７年中の給与等の

収入額が161万9,000円以上190万円未満のものの、合計所得金額の算定方法の

規定を追加しております。恐れ入ります。４ページを御覧ください。 

          次に、附則第９条です。令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例に

ついてです。本条文では地方税における給与所得控除の見直しに伴い、令和８

年度の保険料率の算定に関する基準に対して次の特例を設けております。第１

項では第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうち、令和７

年中の給与所得を有するもので、第１号では賦課期日において本町に住所を有

し、かつ同項の第２号、第３号のいずれかに該当する場合は、住民税が課され

ているものとみなす規定であります。 

          恐れ入ります。７ページをお願いいたします。真ん中付近の第２項では、第

１号被保険者が令和７年中の給与所得を有するもので、前項の第１号に該当す

るものであって、かつ同項の第２号、第３号のいずれかに該当する場合は、当

該第１号被保険者の住民税が課されているものとみなす規定が追加されており

ます。 

          次に、附則の第10条です。令和８年度における前年度非課税者に係る保険料

の減免についてです。本条文第１項では、第１号被保険者またはその属する全

ての世帯員のうち、令和７年度、令和８年度の住民税が非課税である者で、介

護保険法施行令附則第25条及び前条の規定により、令和８年度分はその世帯に

みなし課税者がおり、そのみなし課税者が介護保険法施行令附則の25条及び前

条の規定に適用がない場合、当該年度の令和８年度の保険料段階、これが非課

税になるのですが、これよりも税制改正前の算定に基づいて算定した場合、高

い課税の保険料段階になるときはその保険料を減免することができるという規

定となっております。 
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          ８ページを御覧ください。下段のほうです。第２項では、減免後の令和８年

度の保険料額は、令和７年度同様に保険料段階を非課税の保険料といたします。

第３項では、この減免に対し納税義務者の申請を必要としない規定を追加して

おります。 

          恐れ入ります。改正本文の７ページまでお戻りください。附則でございます。

施行期日です。この条例は令和８年４月１日から施行する。 

          説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

議      長  担当課長の細部説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

                      （「なし」の声あり ） 

          質疑なしとのお声ですが、質疑はありませんか。 

                      （「なし」の声あり ） 

          質疑なしと認めます。討論に入ります。 

                      （「討論省略」の声あり ） 

          討論省略とのお声ですが、討論を省略して採決を行って御異議ございません

か。 

                      （「異議なし」の声あり ） 

          異議なしと認めます。討論を省略し採決を行います。「議案第８号松田町介

護保険条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり決することに賛成

の方の起立を求めます。 

          起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 


